
　　このことについて，下記のとおり取引停止措置をしましたので通知します。

1.  取引停止措置業者名

東京都文京区本駒込２丁目２８番８号

独立行政法人情報処理推進機構

2.  取引停止期間

3.  措置対象区分

4.  措置の理由

(物品購入等契約に係る取引停止等について)

　別表　取引停止の措置基準

内閣官房が令和７年４月１日に契約を締結した「令和７年度 独立行政法人等に対する監査業務の
委託」に係る契約において、再委託先であるストーンビートセキュリティ株式会社による契約違反行
為により、本業務の一部について履行義務を果たさなかったことなどは、不誠実な行為であり、契約
相手方として不適当であると認められるため、取引停止措置を講じた。
このことは、「国立大学法人広島大学財務会計処理細則5-7物品購入等契約に係る取引停止等につ
いて」別表第15号(5)に該当するため。

　上記省庁の措置状況や発生元の地域等を考慮し，1ヶ月間の取引停止を講ずることとした。

　（不正又は不誠実な行為）
15．前各号に掲げる場合のほか，業務に関し不正又は不誠
実な行為をし，契約の相手方として不適当であると認められ
るとき。
(1)本学に対し架空請求を行ったとき。
(2)本学に対し納品の事実を偽ったとき。
(3) (1)又は(2)のほか提出書類に意図的な虚偽があったとき
(第1号に掲げる場合を除く。)。
(4)本学に対し不誠実な行為を働いたとき。
(5)その他本学が不正と認めた場合

当該認定をした日から
(1)2箇月以上18箇月以内
(2)2箇月以上18箇月以内
(3)2箇月以上18箇月以内
(4)1箇月以上12箇月以内
(5)1箇月以上12箇月以内

令和8年5月1日

記

措　　置　　要　　件

           国立大学法人　広島大学

物品購入等契約に係る取引停止について

本学が発注する物品の売買，修繕及び借入，製造の請負(工事を除く。)並びに役務の提供(測量，建設
コンサルタント等業務を除く。)において，一般競争契約における競争参加の停止，指名競争契約における
指名停止及び随意契約における業者選定の停止。

令和8年5月1日から令和8年5月31日まで　(1ヶ月間)

期　　　間


